
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

〇

二

号

内
閣
衆
質
一
九
二
第
一
〇
二
号

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
販
売
促
進
へ
の
協
力
依
頼
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
販
売
促
進
へ
の
協
力
依
頼
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

「
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
販
売
」
に
つ
い
て
法
令
上
の
定
め
は
な
く
、
御
指
摘
の
「
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
販
売
促

進
」
及
び
「
販
売
促
進
へ
の
協
力
依
頼
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
確
定
拠
出
年
金
法
（
平

成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
個
人
型
年
金
加
入
者
の
範
囲
が
平
成
二
十
九
年
一
月
一

日
か
ら
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
金
融
関
連
の
業
界
団
体
等
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
に
設
置
さ
れ
た
確

定
拠
出
年
金
普
及
・
推
進
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
厚
生
労
働
省
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
、
官

民
が
一
体
と
な
っ
て
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
制
度
の
普
及
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
取
組
の
一
環
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
も
、
電
話
や
電
子

メ
ー
ル
に
よ
る
面
会
趣
旨
の
説
明
及
び
面
会
日
程
の
調
整
の
上
、
協
議
会
に
参
加
し
て
い
る
金
融
関
連
の
業
界
団
体
等
及
び

当
該
金
融
関
連
の
業
界
団
体
に
加
盟
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
金
融
機
関
（
以
下
「
協
議
会
参
加
団
体
等
」
と
い
う
。
）
の
関

係
者
と
面
会
し
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
制
度
の
普
及
促
進
の
た
め
に
官
民
が
協
働
し
て
行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
活
動

（
以
下
「
普
及
促
進
活
動
」
と
い
う
。
）
の
内
容
の
例
並
び
に
普
及
促
進
活
動
の
た
め
に
必
要
と
な
る
経
費
の
総
額
の
見
込

一



み
及
び
個
々
の
協
議
会
参
加
団
体
等
が
普
及
促
進
活
動
の
た
め
に
負
担
す
る
金
額
の
目
安
を
説
明
し
、
普
及
促
進
活
動
の
内

容
及
び
経
費
に
関
す
る
意
見
を
求
め
つ
つ
、
普
及
促
進
活
動
を
協
働
し
て
行
う
こ
と
の
可
否
及
び
普
及
促
進
活
動
の
た
め
に

負
担
可
能
な
金
額
の
検
討
を
協
議
会
参
加
団
体
等
に
対
し
て
お
願
い
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
方
的
に
民
間
金
融
機
関
に
制
度
普
及
に
関
す
る
費
用
負
担
を
要
請
す
る
や
り
方
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
検
討
の
お
願
い
は
、
官
民
一
体
の
取
組
の
一
環
と
し
て
行

っ
て
い
る
こ
と
、
検
討
を
お
願
い
す
る
際
に
普
及
促
進
活
動
の
内
容
及
び
経
費
に
関
す
る
意
見
を
求
め
て
い
る
こ
と
並
び
に

普
及
促
進
活
動
を
協
働
し
て
行
う
こ
と
の
可
否
及
び
普
及
促
進
活
動
の
た
め
に
負
担
可
能
な
金
額
は
飽
く
ま
で
個
々
の
協
議

会
参
加
団
体
等
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
適
切
と
は
言
え
な
い
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二


